
 

 

 

「館山市立小中学校再編計画」の素案について 

 

 館山市教育委員会では，急激な少子化が進行するなか未来を担う子供たちに良好な

教育環境を提供するため，令和４年３月に策定した「将来に向けた学校のあり方に対

する基本指針」に基づき，市内小中学校における学校再編の取組を推進しています。 

 同基本指針では，学校の小規模化に伴う学校運営を取り巻く様々な課題点について，

一部の地域だけでなく「館山市全体の課題」として捉え，市内全ての小学校区単位（10

地区）において今後の学校再編に向けた協議を同時並行により実施し，令和６年度末

までに，具体的な再編内容や時期を定めた『学校再編計画』を策定する方針です。 

 これらを踏まえ，令和４年 10 月には市内 10 地区にて，今後の学校のあり方を考え

る“組織”を立ち上げ，「子供達にとってより良い教育環境（※注１）」をテーマに意見交

換・協議を行い，学校再編に向けた各地区の保護者の意向を取り纏めてきたところで

す。 

 また，市の附属機関である「館山市学校再編調査検討委員会」（※注２）では，各地区

との意見交換・協議結果を踏まえ，具体的な学校の統合内容や時期を含めた『館山市

立小中学校再編計画』の素案（たたき台）を定め，今後は，この素案について教育委員

会と各地区の方々との意見交換・協議を行うこととなりました。 

 現時点における『館山市立小中学校再編計画』の素案について公表します。 

 

【 学校再編（素案）概要 】 

１ 中学校 

年 度 学校数 学校規模 

令和５年度～ ３校 標準規模校①・小規模校② 

令和９年度～ ２校 標準規模校①・小規模校① 

令和 13 年度～ １校 標準規模校① 

                     （標準規模校／学年４～６学級  小規模校／学年１～３学級） 

２ 小学校 

年 度 学校数 学校規模 

令和５年度～ 10 校 標準規模校②・小規模校⑤・過小規模校③ 

令和８年度～ ８校 標準規模校②・小規模校②・過小規模校③・小規模特認校① 

令和９年度～ ４校 標準規模校②・小規模校①・小規模特認校① 

＋ 不登校・発達支援対策に特化した専門機関の設置 

令和 14 年度～ ３～４校 ３校体制への再編又は４校体制の維持 

                 （標準規模校／学年２～３学級  過小規模校／複式学級を有する場合） 

館山市情報提供（令和 5 年 11 月 29 日） 

■ 教育部 教育総務課（学校再編推進室） 

□ 担当者：藤本・根橋 

□ ＴＥＬ：0470-28-4377 



 

【 これまでの取組状況（主なもの） 】 

時 期 内 容 

令和４年３月 ○「将来に向けた学校のあり方に対する基本指針」策定・公表 

令和４年５月～７月 ○ 基本指針周知（市内 10 地区説明会・市広報特集号掲載など） 

令和４年８月～９月 ○ 各地区組織の委員募集・人選 

令和４年 10 月 

～令和５年９月 

○ 各地区組織を中心に保護者意見の集約化（保護者説明会の実施など） 

令和５年４月 

  ～令和５年 10 月 

○ 館山市学校再編調査検討委員会にて「館山市立小中学校再編計画」の 

素案作成に関する協議・調整 

 

 

【 今後のスケジュール（概要） 】 

時 期 内 容 

令和５年 11 月 

  ～令和６年４月 

○「館山市立小中学校再編計画」の素案に対する保護者意見の集約化 

（保護者説明会の実施など） 

令和６年５月～７月 ○ 各地区住民との意見交換（区長会議・地区説明会など） 

令和６年８月～10 月 ○ パブリックコメントの実施 

○ 最終協議（学校再編調査検討委員会） 

令和６年 11 月 ○ 「館山市立小中学校再編計画」の策定・公表 

 

 

 

 注１  （別添）補足資料集参照 

   児童生徒数予測値／学校規模が子供に与えるメリット・デメリット／県内自治体の状況／複式学級の概要等 

 

 注２  委員１５名（学識経験者４名／教育関係者３名／市議会議員２名／ＰＴＡ関係者５名／一般公募１名） 

 

 

 


